
NEWS RELEASE 
令 和 ８ 年 １ 月 １ ３ 日 

一般社団法人 信 託 協 会 

信託財産総額は１,８４８．４兆円に 

（信託の受託概況（令和７年９月末現在）） 

一般社団法人 信託協会（会長 窪田 博）では、今般、別紙のとおり、 

令和７年９月末の信託の受託概況（信託の機能別分類に基づく計数）をとりま

とめました。 

１．要旨 

信託財産総額は、１,８４８．４兆円（前年同月末比１０２．２兆円増、 

５．９％増）となっています。 

・資産運用型信託は、１３９．４兆円（前年同月末比０．６兆円増、０．４％

増）となっています。

・資産管理型信託は、１，５２２．７兆円（前年同月末比９１．１兆円増、 

６．４％増）となっています。

・資産流動化型信託は、１３５．３兆円（前年同月末比１１．３兆円増、

９．１％増）となっています。

２．概要 

（１）資産運用型信託

 資産運用型信託の信託財産額は、１３９．４兆円（前年同月末比０．６兆

円増、０．４％増）となっています。

主な内訳を前年同月末比で見ると、金銭信託が４２．１兆円と２．０兆円

増、年金信託が３５．６兆円と０．１兆円減、有価証券の信託が５５．７兆

円と１．２兆円増となっています。
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（２）資産管理型信託

資産管理型信託は、１，５２２．７兆円（前年同月末比９１．１兆円増、 

６．４％増）となっています。 

 主な内訳を前年同月末比で見ると、金銭信託が５４．５兆円と１．７兆円

増、年金信託が６４．３兆円と２．７兆円増、投資信託が３４１．３兆円と

１５．７兆円増、再信託が７０６．３兆円と４０．２兆円増となっています。 

（３）資産流動化型信託

資産流動化型信託は、１３５．３兆円（前年同月末比１１．３兆円増、

９．１％増）となっています。

主な内訳を前年同月末比で見ると、金銭債権の信託（貸付債権、売掛債権

の信託など）が５５．２兆円と３．４兆円増、不動産の信託が７５．６兆円

と６．９兆円増となっています。

なお、資産流動化型信託は、金融機関、企業の財務の改善や資金調達の方

法として利用されており、金銭債権の信託は、金融機関が保有する貸付債権

や企業が保有する売掛債権を流動化するために、不動産の信託は、不動産投

資市場において、信託機能を活用して不動産の流動化を行うために利用され

ています。

以 上 

 本件に関する照会先：

（一社）信 託 協 会

総務部（広報担当）松村・河西・馬場

業務部 兼田・植木

電話 ０３－６２０６－３９９２
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（別　紙）

信託の受託概況（信託の機能別分類に基づく計数）

（令和７年９月末現在）

一般社団法人　信 託 協 会

令和７年９月末現在
令和６年

９月末現在
令和７年

３月末現在

残　 高
前年同月末
比増減額

同増減率 構成比 残　 高 残　 高

139.4 0.6 0.4 % 7.5% 138.8 136.3

　金銭信託 42.1 2.0 5.0 % 2.3% 40.1 41.3

　年金信託 35.6 △ 0.1 △ 0.3 % 1.9% 35.7 36.5

　金銭信託以外の
　金銭の信託 4.0 0.6 17.6 % 0.2% 3.4 4.1

　有価証券の信託 55.7 1.2 2.2 % 3.0% 54.5 52.3

　その他（注５） 1.7 △ 3.2 △ 65.3 % 0.1% 4.9 1.9

1,522.7 91.1 6.4 % 82.4% 1,431.6 1,508.1

　金銭信託 54.5 1.7 3.2 % 2.9% 52.8 54.9

　年金信託 64.3 2.7 4.4 % 3.5% 61.6 62.6

　投資信託 341.3 15.7 4.8 % 18.5% 325.6 334.3

　金銭信託以外の
　金銭の信託 65.7 2.6 4.1 % 3.6% 63.1 63.6

　再信託 706.3 40.2 6.0 % 38.2% 666.1 688.3

　その他（注５） 290.5 28.2 10.8 % 15.7% 262.3 304.2

135.3 11.3 9.1 % 7.3% 124.0 131.2

　金銭債権の信託 55.2 3.4 6.6 % 3.0% 51.8 54.5

　不動産の信託 75.6 6.9 10.0 % 4.1% 68.7 72.6

50.8 △ 0.8 △ 1.6 % 2.7% 51.6 49.8

1,848.4 102.2 5.9 % 100.0% 1,746.2 1,825.6

（△印　減）

（注）１．本表において公表した計数は、信託協会が作成した複数の統計資料を利用して作成した概数である。

また、機能別分類毎の内訳には、主な信託商品を掲載している。

２．資産運用型信託とは、受託者（信託銀行等）が自らの裁量により資産を運用する信託をいう。

３．資産管理型信託とは、受託者が委託者等の指図に基づき資産を管理する信託をいう。

なお、再信託とは、信託銀行等が委託者になったものをいう。

４．資産流動化型信託とは、資産の流動化を図り、原資産保有者が資金調達を行うための信託をいう。

５．金銭、有価証券など複数の種類の財産を同時に信託する包括信託。

（単位：兆円、％）

機　能　別　分　類

 合   計

 資産運用型信託（注２）

 資産管理型信託（注３）

 資産流動化型信託（注４）

　そ　の　他
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参考１
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参考２

遺言代用信託について 

 遺言代用信託とは、委託者が、自分の生存中は自分を受益者とし、死亡後は自

分の子・配偶者などを受益者とするといった形で設定する信託です。 

例えば、相続が発生したときに、葬儀費用や当面の生活費などの必要な資金を、

予め指定された受取人が速やかに受け取ることができるような商品や、長期に 

亘って、顧客のニーズに合わせた金銭の支払いを行うことができるような商品が

あります。 

信託の財産管理機能を活かし顧客のニーズに合った制度設計ができる遺言代

用信託は、令和７年度上半期までの新規受託件数の累計で、約２６万７千件とな

っており、当協会で集計を始めた平成２１年度以降、１５年の間に着実に普及し

てきております。 

＜遺言代用信託の受託件数（累計）の推移＞ 

（件） 

H21 年度末 R3 年度末 R4 年度末 R5 年度末 R6 年度末 R7 年 9 月末 

13 220,235 235,619 247,933 260,636 267,129 

※ 遺言代用信託の集計は、件数のみ。

相続関連業務について 

高齢者の資産の蓄積や核家族化の進展により、財産の円滑な承継を行うため

の有効な手段として、相続関連業務があります。 

相続関連業務には、遺言書の保管・執行業務と遺産整理業務があります。 

＜遺言書の保管・執行業務＞ 

財産に関する状況の調査、遺言書の作成の相談、遺言書の保管の引き受けを

行います。相続開始時には、遺言執行者として財産に関する遺言の内容を実現

するための任務（不動産の管理、売却処分や預貯金・株式などの名義変更や換

価処分）を行います。  

その取扱状況は、別紙のとおり増加傾向にあり、令和７年９月末現在で 

約２１万６千件となっています。特に近年は、遺言書の保管から執行まで引き

受ける形の契約が９５％近く占めております。 

＜遺産整理業務＞ 

 相続が発生して手続に悩む相続人や遺族からの依頼により、遺産相続手続を

代行する業務です。財産目録の作成、遺産分割協議書に基づく遺産分割手続き

を行います。
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遺言書の保管件数の推移

（別紙）
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教育資金贈与信託について 

教育資金贈与信託は、孫等の教育資金として祖父母等が信託銀行等に金銭等

を信託した場合に、１,５００万円（学校等以外の教育資金の支払いに充てられ

る場合には５００万円）を限度として贈与税が非課税になる信託です。 

この信託では、贈与をする者は、贈与を受ける者の祖父母、父母等の直系尊属

に限られ、また、贈与を受ける者は、信託を設定する日において３０歳未満の個

人に限られています。なお、贈与税の非課税措置の適用は令和８年３月末までの

契約に限られており、令和８年度税制改正大綱1に「適用期限（令和８年３月末）

は延長しない」と記載されています。 

令 和 ７ 年 ９ 月 末 現 在 の 教 育 資 金 贈 与 信 託 の 契 約 数 （ 累 計 ） は

２７７，３６６件、信託財産設定額合計（累計）は２兆１，２９１億円となって

います。 

1 令和７年 12月 26日閣議決定 
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参考４

結婚・子育て支援信託について 

 結婚・子育て支援信託は、孫等の結婚・子育て資金として祖父母等が信託銀行

等に金銭等を信託した場合に、１，０００万円（結婚に際して支出する費用につ

いては３００万円）を限度として贈与税が非課税になる信託です。 

 この信託では、贈与をする者は、贈与を受ける者の祖父母、父母等の直系尊属

に限られ、また、贈与を受ける者は、信託を設定する日において１８歳以上５０

歳未満の個人に限られています。なお、贈与税の非課税措置の適用は令和９年３

月末までの契約に限られています。 

 令和７年９月末現在の結婚・子育て支援信託の契約数（累計）は

８，１６０件、信託財産設定額合計（累計）は２６２億円となっています。 
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